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定款一部変更及び監査役会設置並びに会計監査人選任に関するお知らせ  

当社は、2019年５月15日開催の臨時取締役会において、「定款一部変更の件」及び「会計監

査人選任の件」を2019年６月27日開催予定の第34期定時株主総会に付議することを決議致し

ましたので、下記のとおりお知らせいたします。  

なお、本件の定款一部変更及びそれに伴う監査役会設置並びに会計監査人選任について

は、本来、2019年５月の決定時点で遅滞なくお知らせすべきだったにも関わらず、開示時期が

大幅に遅延しましたことをお詫び申し上げます。  

 

記 

１．定款一部変更の件 

１．定款変更の目的 

（１）監査役会の設置について 

当社は、会社法第２条第６号に定める大会社に相当するため、同法の規定に基づく監査役会を設置する
ことで、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るものであります。これに伴う文言を追加し、併せてそ
の他の文言の追加等所要の変更を行うものであります。 

（２）会計監査人の設置について 

当社は、会社法第２条第６号に定める大会社に相当するため、同法の規定に基づく会計監査人を設置す
ることで、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るものであります。これに伴う文言を追加し、併せて
その他の文言の追加等所要の変更を行うものであります。 

（３）中間配当制度の規定新設 

株主への利益還元の機会を充実させるため、現在年１回の期末配当に加え、中間配当制度を導入する
ものであります。 

２．定款変更の内容 

変更の内容については、【別紙】のとおりです。 

 

https://tsukubaseiko.co.jp/


３．日程 

定款変更のための株主総会開催日  2019年６月27日 

定款変更の効力発生日   2019年６月27日 

 

２．会計監査人選任の件 

 当社は、現在あかり監査法人により、東京証券取引所の規則に基づいて監査を受けておりますが、コー

ポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、会計監査人設置会社に移行するものです。会計監査人に

は、あかり監査法人が就任する予定です。 

あかり監査法人を会計監査人候補とした理由は、同監査法人の監査体制、独立性、専門性、会計監査の

継続性確保等を総合的に勘案した結果、会計監査人としての適格性を備えていると判断致しました。 

 なお、本件は上記「定款の一部変更の件」が第34期定時株主総会において承認可決されることを条件と

しており、第34期定時株主総会において承認可決しております。 

 

３．会計監査人候補者の名称等 

名 称 あかり監査法人            

事務所 東京都港区浜松町２-１-15 芝パークビル３F 

沿 革 2017年10月   監査法人設立 

2018年10月   日本公認会計士協会「上場会社監査事務所登録制度」 

                       において、品質管理レビュー実施済監査事務所として準  

                       登録事務所名簿に登録される 

概 要 構成人員   代表社員（公認会計士）   ２名 

         社  員（公認会計士）    ５名 

         職  員（公認会計士）    １名 

         職  員（その他専門職）  １名 

関与会社 

 金融商品取引法・会社法監査       １社 

 会社法監査                   ２社 

 その他法定監査                １社 

 任意監査                     ４社 

 

（2019年６月１日現在） 

４．就任年月日 

2019年６月27日 第34期定時株主総会開催日 



５．適時開示の遅延理由 

本件に関しては、本来、直ちに適時開示すべきところ失念しており、本日開示するに至りました。今後は

開示すべき事実が発生した場合には、速やかに内容を確認し、適時に情報開示を行ってまいります。この

度は、開示遅延となりましたことを深くお詫び申し上げます。 

以上 

 

  



【別紙】 

現行定款 変更案 

 

第１条～第３条 （省略） 

 

第４条（機関） 

当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 

（１）取締役会 

（２）監査役 

（新 設） 

（新 設） 

 

第５条～第２７条 （省略） 

 

第５章  監査役 

 

第２８条（員数） 

当会社の監査役は、３名以内とする。 

 

第２９条～第３０条 （省略） 

 

（新 設） 

 

 

（新 設） 

 

  

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

第３１条～第３２条 （省略） 

 

（新 設） 

 

（新 設） 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

第１条～第３条  （現行どおり） 

 

第４条（機関） 

当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 

（１）取締役会 

（２）監査役 

（３）監査役会 

（４）会計監査人 

 

第５条～第２７条  （現行どおり） 

 

第５章  監査役及び監査役会 

 

第２８条（員数） 

当会社の監査役は、４名以内とする。 

 

第２９条～第３０条 （現行どおり） 

 

第３１条（常勤の監査役） 

監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 

 

第３２条（監査役会の招集通知） 

監査役会の招集通知は、会日の３日前までに各監査役に

対して発する。ただし緊急の必要があるときは、この期間を

短縮することができる。 

２ 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで

監査役会を開催することができる。 

 

第３３条（監査役会規程） 

監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査

役会において定める監査役会規程による。 

 

第３４条～第３５条 （現行どおり） 

 

第６章  会計監査人 

 

第３６条（選任方法） 

会計監査人は、株主総会において選任する。 

 

第３７条（任期） 

会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年

度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま

でとする。 



現行定款 変更案 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

第３３条～第３４条 （省略） 

 

（新 設） 

 

 

 

第３５条 （省略） 

 

２ 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議

がされなかっったときは、当該定時株主総会において再任された

ものとみなす。 

 

第３８条（会計監査人の責任免除） 

 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、会計監査人

との間に、同法第４２３条第１項の損害賠償責任を限定する

契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責

任の限度額は、法令の定める最低責任限定額とする。 

 

第３９条～第４０条 （現行どおり） 

 

第４１条（中間配当） 

当会社は、取締役会の決議によって、毎年９月３０日を基

準日として中間配当をすることができる。 

 

第４２条 （現行どおり） 

 

                                       


